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福岡市公告第71号

　都市再生特別措置法第45条の 5第 1項の規定に基づき都市再生歩行者経路協定の変更の

認可の申請があったので、同条第 2項において準用する同法第45条の 3第 1項の規定によ

り次のように公告する。

　当該都市再生歩行者経路協定は、この公告から 2週間福岡市役所（住宅都市みどり局都

市創生部都心創生課）において関係人の縦覧に供する。

　なお、関係人は、縦覧期間の満了の日までに当該都市再生歩行者経路協定について市長

に意見書を提出することできる。

　　令和 8年 3月16日

福岡市長　　髙　　島　　宗 一 郎　　　　

1　都市再生歩行者経路協定の名称

　　はかた駅前通り地下通路都市再生歩行者経路協定

2　都市再生歩行者経路協定区域

　　福岡市博多区博多駅中央街、博多駅前二丁目及び博多駅前三丁目の各一部
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